
機密性2 

傷病手当金支給申請書をお返しする理由が多い項目をまとめました。 
 

申請書提出前に、以下の点をもう一度お確かめください。 
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被保険者証の記号番号を正しく記入していますか。 
 

  退職後の申請の場合、在職時の被保険者証の記号・番号をご記入ください。 

振込先指定口座を正しく記入していますか。 
 

  ゆうちょ銀行の場合、振込専用の漢数字３桁の店名をご記入ください。 

<マイナンバーを記入した場合> 

番号確認書類と記入身元確認書類を添付していますか。 
 

  被保険者証の記号番号を記入した場合、マイナンバーの記入は不要です。 

療養のための休んだ期間(申請期間)を記入していますか。 
 

  公休日を含んで申請できます。数え間違いにご注意ください。 

 

仕事内容を記入していますか。 
 

  記入漏れが多い箇所です。退職後の申請の場合、在職時の仕事内容をご記入ください。 

<ケガで申請の場合> 

負傷原因届を添付していますか。   
 

  初回申請時は添付が必要です。負傷原因届はホームページからダウンロードできます。 

<年金受給中の場合> 

年金の受給について記入していますか。 
  

  障害厚生年金や退職後の申請で老齢(退職)年金等を受給している方は、基礎年金番号等の記入、 
   年金証書等の写しの添付が必要です。 

 記入誤りを訂正した場合は、訂正箇所の近くに被保険者の押印、 
 もしくは被保険者本人によるフルネームの署名をしていますか。 
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事業主が証明するところをすべて記入していますか。 
  

  勤務状況・賃金支給状況は申請期間のみでなく、申請期間を含む賃金計算期間（賃金計算締日の翌 
  日から締日の期間）の記入が必要です。 

事業主印を押印していますか。 
 

！ 記入誤りを訂正した場合、訂正箇所の近くに事業主印の押印が必要です。 
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療養担当者が意見を記入するところはすべて記入していますか。 
 

  労務不能と認めた日数の数え間違いにご注意ください。 
 

  療養担当者による証明日は、労務不能と認められた期間以降の日付になっていますか。 

療養担当者印を押印していますか。 
 

  記入誤りを訂正した場合は、訂正箇所の近くに療養担当者印の押印が必要です。 
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※裏面もご覧ください 

傷病手当金申請のチェックリスト 
記入もれなし？添付書類もれなし？ 

番号はこちら
の数字です。 
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機密性2 

Q1. 申請してからどのくらいで支払われますか？ 

申請書が協会けんぽに届いて、申請書に不備等がなければ、原則10営業日でお支払いします。（ただし医師や
日本年金機構への照会などで、通常よりお時間をいただく場合があります。） 
審査の結果、支給となった場合、支払日前日に支給決定通知書を発送します。 

Q2. いくら支払われますか？ 

給与の約2/3が支払われます。   ※詳しい計算方法は記入の手引きやホームページ等をご確認ください。 

Q3. いつまで受けられますか？ 

支給を開始した日から最長で1年6か月の期間内です。 

Q4. 退職後も受けられますか？ 

被保険者期間（任意継続被保険者期間を除く）が継続して1年以上あり、退職日の前日までに連続して3日
以上仕事を休み、退職日も仕事につけず休んでいる場合は、同じ傷病での療養に限り、退職後も引き続き申請
することができます。ただし退職後の受給期間は1日の空白もなく、継続した期間である必要があります。 

Q5. いつまでに申請すればいいですか？ 

2年※で時効となりお支払いできなくなりますので、2年以内にご申請ください。 
（※労務不能であった日ごとにその翌日から２年） 

Q6. 途中で病院を変わりました。医師の意見書はどのように記入してもらえば  
      いいですか？  

転院した場合は、それぞれの病院で治療を受けていた期間について記入してもらってください。 

Q7. 公休日も支払われますか？ 

公休日も支給対象です。（ただし欠勤控除の方法によってはお支払できない場合があります。） 

Q8. 医師の意見書の代わりに診断書を提出してもいいですか？ 

診断書を医師意見書の代わりとすることはできません。申請書に記入してもらってください。 

Q9. 半日だけ勤務した日も、休んだ半日分が支払われますか？ 

短時間でも就労した日は支給対象となりません。 
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お問い合わせ先 
(音声案内の①を選択してください) 

傷病手当金のよくあるお問い合わせ 

全国健康保険協会 兵庫支部 業務グループ     電話：078-252-8701 
 

651-8512  神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST 
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